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定
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消
費
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込
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箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
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山
梨
県
公
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平
成
三
十
年

三
月
十
二
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四
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目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
救
急
病
院
等
の
申
出
の
撤
回
の
届
出	

八
一

○
救
急
病
院
等
の
認
定	

八
一

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定	

八
一

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定	

八
二

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く
家
畜
の
検
査
の
実
施	

八
二

○
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能

	

八
五

　

を
有
す
る
と
認
め
る
者
の
一
部
改
正

○
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
の
廃
止
の
届
出	

八
五

○
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定	

八
五

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知
（
二
件
）	

八
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出
（
二
件
）	

八
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出	

八
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了	

八
七

○
平
成
三
十
年
二
級
建
築
士
試
験
の
実
施	
八
七

○
平
成
三
十
年
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施	
八
八

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
六
十
三
号

　

次
に
掲
げ
る
病
院
に
係
る
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
撤
回
さ
れ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

医
療
法
人
恵
信
韮
崎
会
恵
信
韮
崎
相
互
病
院

韮
崎
市
本
町
一
丁
目
十
六
番
二
号

二　

撤
回
年
月
日　

平
成
三
十
年
三
月
四
日

山
梨
県
告
示
第
六
十
四
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

医
療
法
人
恵
信
韮
崎
会
恵
信
韮
崎
相
互
病
院

韮
崎
市
一
ツ
谷
千
八
百
六
十
五
番
一

二　

認
定
期
限　

平
成
三
十
三
年
三
月
三
日

山
梨
県
告
示
第
六
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

保
安
林
の
所
在
場
所　

韮
崎
市
清
哲
町
折
居
字
鳥
屋
一
〇
九
七

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
鳥
屋
一
〇
九
七
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

2　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

3
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

八
一
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八
二

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

4　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

	　
（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

韮
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
六
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所　

富
士
吉
田
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

水
害
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

	　
（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

富
士
吉
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
六
十
七
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
の
検
査
を
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

実
施
の
目
的

実
施
す

る
区
域

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又

は
そ
の
死
体
の
種
類
及
び
範

囲

実
施
の

期
日

検
査
の
方
法

牛
の
ブ
ル
セ

ラ
病
及
び
結

核
病
の
発
生

予
防
の
た
め

富
士
河

口
湖
町

の
区
域

一	　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
生
後
六
ヶ
月
齢
以
上

の
牛
で
実
施
区
域
内
で
飼

育
し
て
い
る
も
の

　

1	　

搾
乳
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
雌
牛

　

2	　

種
付
け
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
雄
牛

　

3	　

1
又
は
2
に
掲
げ
る

牛
と
同
一
施
設
内
で
飼

育
し
て
い
る
牛

　

4	　

県
外
か
ら
導
入
さ
れ

た
牛
で
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜

保
健
衛
生
所
長
の
指
定

す
る
も
の

二	　

そ
の
他
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
定
す
る

牛

平
成
三

十
年
四

月
一
日

か
ら
平

成
三
十

一
年
三

月
三
十

一
日
ま

で
の
間

に
お
い

て
対
象

家
畜
を

飼
育
し

て
い
る

区
域
又

は
家
畜

が
死
亡

し
た
区

域
を
所

管
す
る

家
畜
保

健
衛
生

所
長
の

指
定
す

る
日

一	　

ブ
ル
セ
ラ
病
検
査

　

1	　

凝
集
反
応
検
査
（
急

速
凝
集
反
応
法
）

　

2	　

酵
素
免
疫
測
定
法
に

よ
る
検
査

　

3	　

そ
の
他
必
要
な
検
査

二　

結
核
病
検
査

　

1	　

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査

　

2	　

そ
の
他
必
要
な
検
査

富
士
河

口
湖
町

の
区
域

を
除
く

県
内
全

域

一	　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
生
後
六
ヶ
月
齢
以
上

の
牛
で
実
施
区
域
内
で
飼

育
し
て
い
る
も
の

　

1	　

搾
乳
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
雌
牛
で
飼

育
し
て
い
る
区
域
を
所

管
す
る
家
畜
保
健
衛
生

所
長
の
指
定
す
る
も
の
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三

　

2	　

種
付
け
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
雄
牛

　

3	　

2
に
掲
げ
る
牛
と
同

一
施
設
内
で
飼
育
し
て

い
る
牛

　

4	　

県
外
か
ら
導
入
さ
れ

た
牛
で
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜

保
健
衛
生
所
長
の
指
定

す
る
も
の

二	　

そ
の
他
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
定
す
る

牛

牛
の
ヨ
ー
ネ

病
の
発
生
予

防
の
た
め

甲
府
市

、
韮
崎

市
、
南

ア
ル
プ

ス
市
、

甲
斐
市

及
び
中

央
市
並

び
に
南

巨
摩
郡

及
び
中

巨
摩
郡

の
区
域

一	　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
生
後
六
ヶ
月
齢
以
上

の
牛
で
実
施
区
域
内
で
飼

育
し
て
い
る
も
の

　

1	　

搾
乳
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
雌
牛

　

2	　

種
付
け
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
雄
牛

　

3	　

1
又
は
2
に
掲
げ
る

牛
と
同
一
施
設
内
で
飼

育
し
て
い
る
牛

　

4	　

繁
殖
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛

　

5	　

県
外
か
ら
導
入
さ
れ

同

一	　

予
備
的
抗
体
検
出
法
に

よ
る
検
査

二	　

リ
ア
ル
タ
イ
ム
Ｐ
Ｃ
Ｒ

法
に
よ
る
検
査

三　

ヨ
ー
ニ
ン
検
査

四　

そ
の
他
必
要
な
検
査

　
　

	

た
牛
で
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜

保
健
衛
生
所
長
の
指
定

す
る
も
の

二	　

そ
の
他
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
定
す
る

牛

富
士
吉

田
市
、

都
留
市

、
山
梨

市
、
大

月
市
、

笛
吹
市

、
上
野

原
市
及

び
甲
州

市
並
び

に
西
八

代
郡
、

南
都
留

郡
、
北

都
留
郡

及
び
北

杜
市
の

区
域

一	　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
生
後
六
ヶ
月
齢
以
上

の
牛
で
実
施
区
域
内
で
飼

育
し
て
い
る
も
の

　

1	　

搾
乳
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
雌
牛
で
飼

育
し
て
い
る
区
域
を
所

管
す
る
家
畜
保
健
衛
生

所
長
の
指
定
す
る
も
の

　

2	　

種
付
け
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
雄
牛

　

3	　

2
に
掲
げ
る
牛
と
同

一
施
設
内
で
飼
育
し
て

い
る
牛

　

4	　

繁
殖
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛

で
飼
育
し
て
い
る
区
域

を
所
管
す
る
家
畜
保
健

衛
生
所
長
の
指
定
す
る

も
の

　

5	　

県
外
か
ら
導
入
さ
れ
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た
牛
で
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜

保
健
衛
生
所
長
の
指
定

す
る
も
の

二	　

そ
の
他
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
定
す
る

牛

牛
の
伝
達
性

海
綿
状
脳
症

の
発
生
状
況

及
び
動
向
の

把
握
の
た
め

県
内
全

域

　

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別

措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
の
対
象

と
な
る
牛
。
た
だ
し
、
同
条

第
二
項
た
だ
し
書
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。

同

一	　

酵
素
免
疫
測
定
法

二	　

ウ
エ
ス
タ
ン
ブ
ロ
ッ
ト

法
に
よ
る
検
査

三　

免
疫
組
織
化
学
的
検
査

ア
カ
バ
ネ
病
、

チ
ュ
ウ
ザ
ン

病
、
ア
イ
ノ

ウ
イ
ル
ス
感

染
症
、
イ
バ

ラ
キ
病
及
び

牛
流
行
熱
の

発
生
予
察
の

た
め

県
内
全

域

　

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て

い
る
未
越
夏
牛
で
、
飼
育
し

て
い
る
区
域
を
所
管
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す

る
も
の

同

一	　

中
和
反
応
検
査

二	　

臨
床
検
査

馬
伝
染
性
貧

血
の
発
生
予

防
の
た
め

北
杜
市

（
高
根

町
の
区

域
に
限

る
。）

　

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て

い
る
生
後
百
八
十
日
以
上
の

馬
で
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第

十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し

て
い
る
馬
及
び
家
畜
防
疫
員

が
疾
病
そ
の
他
の
特
別
な
事

由
に
よ
り
検
査
を
受
け
る
こ

同

一	　

寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応

検
査

二	　

そ
の
他
必
要
な
検
査

と
が
困
難
と
認
め
た
馬
以
外

の
馬

北
杜
市

高
根
町

の
区
域

を
除
く

県
内
全

域

　

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て

い
る
生
後
百
八
十
日
以
上
の

馬
で
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第

十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し

て
い
る
馬
及
び
家
畜
防
疫
員

が
疾
病
そ
の
他
の
特
別
な
事

由
に
よ
り
検
査
を
受
け
る
こ

と
が
困
難
と
認
め
た
馬
以
外

の
馬
で
飼
育
し
て
い
る
区
域

を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生

所
長
の
指
定
す
る
も
の

豚
コ
レ
ラ
の

発
生
予
察
の

た
め

県
内
全

域

　

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て

い
る
豚
及
び
い
の
し
し
で
飼

育
し
て
い
る
区
域
を
所
管
す

る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指

定
す
る
も
の

同

一	　

酵
素
免
疫
測
定
法

二	　

蛍
光
抗
体
法

三	　

そ
の
他
必
要
な
検
査

高
病
原
性
鳥

イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
発
生

予
察
の
た
め

県
内
全

域

　

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て

い
る
家
き
ん
（
鶏
、あ
ひ
る
、

う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、

ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
）

で
飼
育
し
て
い
る
区
域
を
所

管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長

の
指
定
す
る
も
の

同

一	　

酵
素
免
疫
測
定
法

二	　

寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応

検
査

三	　

ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査

四	　

そ
の
他
必
要
な
検
査

家
き
ん
サ
ル

モ
ネ
ラ
感
染

症
の
発
生
予

防
の
た
め

県
内
全

域

　

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て

い
る
種
鶏

同

凝
集
反
応
検
査
（
急
速
凝
集

反
応
法
）



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
四
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

八
五

腐
蛆
病
の
発

生
予
防
の
た

め

県
内
全

域

　

実
施
区
域
内
で
反
復
利
用

可
能
な
蜂
房
を
利
用
し
て
飼

育
し
て
い
る
蜜
蜂

同

一　

肉
眼
的
検
査

二　

脱
脂
乳
に
よ
る
試
験

三　

細
菌
学
的
検
査

山
梨
県
告
示
第
六
十
八
号

　

建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と

認
め
る
者
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十

一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	
山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

　

一
中
「
卒
業
し
た
」
の
下
に
「（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
七
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
）」
を
加
え
、
一
の

表
中
「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）」
を
削
り
、
同
表
備
考
中
「
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令

第
二
十
八
号
）」
の
下
に
「
又
は
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三

号
）」
を
、「
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
」
の
下
に
「
又
は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平

成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）」
を
加
え
る
。

山
梨
県
告
示
第
六
十
九
号

　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
し
た
山
梨
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

売
り
さ
ば
き
場
所

住　
　
　
　

所

氏　
　

名

廃　

止　

年　

月　

日

甲
府
市
丸
の
内
二
丁

目
十
四
番
十
三
号　

ダ
イ
タ
ビ
ル
六
階

甲
府
市
丸
の
内
二
丁

目
十
四
番
十
三
号
ダ

イ
タ
ビ
ル
六
階

一
般
社
団
法
人

全
国
旅
行
業
協

会
山
梨
県
支
部

　

支
部
長　

菅

沼
稔

平
成
三
十
年
三
月
七
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
号

　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

山
梨
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

売
り
さ
ば
き
場
所

住　
　
　
　

所

氏　
　

名

指　

定　

年　

月　

日

甲
府
市
丸
の
内
二
丁

目
十
四
番
十
三
号　

ダ
イ
タ
ビ
ル
六
階

甲
府
市
丸
の
内
二
丁

目
十
四
番
十
三
号
ダ

イ
タ
ビ
ル
六
階

一
般
社
団
法
人

山
梨
県
旅
行
業

協
会　

会
長　

大
久
保
俊
雄

平
成
三
十
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
北
杜
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

北
杜
市
小
淵
沢
町
字
中
加
倉
九
二
八
七
の
二
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。）

山
田
重
藏

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
四
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

八
六

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示　

平
成
三
十
年
二
月
八
日
山
梨
県
告
示
第
三
十
一

号

　
（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

北
杜
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
富
士
河
口
湖
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	
山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
字
木
荒
山
二
四
五
五
の
三

松
井
安
夫

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
字
建
石
二
三
八
一
の
二
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

株
式
会
社
ほ
う
ぜ
い

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
字
木
荒
山
二
四
五
三
の
二
、

二
四
五
五
の
二
、
二
四
五
八
の
二

駒
井
宏
樹

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
字
木
荒
山
二
四
五
五
の
八
、

二
四
五
八
の
六

石
田
光

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示　

平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
山
梨
県
告
示
第
三
十

八
号

　
（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

富
士
河
口
湖
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

池
谷
幹
男

　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号　

外
一
者

二　

届
出
の
概
要

　

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
甲
府
昭
和

　
　
　

山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
飯
喰
字
神
明
千
五
百
五
番
地
九
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

岡
崎
双
一

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一　

外
七
十
六
者

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

岡
崎
双
一

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一　

外
百
十
四
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日
外

三　

届
出
年
月
日　

平
成
三
十
年
二
月
十
五
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
四
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

八
七

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
十
二
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　

株
式
会
社
オ
ギ
ノ　

代
表
取
締
役　

荻
野
寛
二

　

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

二　

届
出
の
概
要

　

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

オ
ギ
ノ
伊
勢
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　
　
　

山
梨
県
甲
府
市
幸
町
二
十
八
番
二
十
四
号
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役　

荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号　

外
二
者

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役　

荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号　

外
一
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
三
十
年
二
月
十
日

三　

届
出
年
月
日　

平
成
三
十
年
二
月
十
五
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
十
二
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　

河
口
湖
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

中
村
明
智　

外
一
名

　

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
二
千
九
百
八
十
六
番
地　

外
一
者

二　

届
出
の
概
要

　

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

河
口
湖
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　
　
　

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
二
千
九
百
八
十
六
番
地
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

河
口
湖
商
業
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

中
村
明
智　

外
二
名

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
二
千

九
百
八
十
六
番
地　

外
一
者

河
口
湖
商
業
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

中
村
明
智

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
二
千

九
百
八
十
六
番
地　

外
一
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日

三　

届
出
年
月
日　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
一
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
十
二
日
ま
で

◉　

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
玉
宮
地
区
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
十
八

日
を
も
っ
て
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

◉　

平
成
三
十
年
二
級
建
築
士
試
験
の
実
施



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
四
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

八
八

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
二
級
建

築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十
五
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン

タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

試
験
日
時

　

1　

学
科
の
試
験　

平
成
三
十
年
七
月
一
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

　

2　

設
計
製
図
の
試
験　

平
成
三
十
年
九
月
九
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

試
験
場
所　

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号　

山
梨
学
院
大
学

三　

受
験
申
込
み
手
続

　

1　

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

郵
送
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
は
、
次
の
⑴
又
は
⑵
に
該
当
す
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

　
　
　

⑴	　

過
去
に
二
級
建
築
士
試
験
を
受
験
し
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
、
当
該
二
級
建
築
士
試
験

の
受
験
票
又
は
合
否
の
通
知
書
を
提
出
で
き
る
者

　
　
　

⑵	　

勤
務
地
、
居
住
地
等
が
離
島
等
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
直
接
申

込
み
が
で
き
な
い
場
合
で
、
勤
務
先
の
証
明
書
、
住
民
票
等
を
提
出
で
き
る
者

　
　

㈡　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
二
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
月
）
ま
で

　
　

㈢	　

受
験
申
込
み
方
法　

㈣
の
提
出
先
に
受
験
申
込
書
そ
の
他
別
に
案
内
す
る
書
類
を
簡
易
書
留

に
よ
り
郵
送
す
る
こ
と
（
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る
。）。

　
　

㈣	　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
一
〇
二
─
〇
〇
九
四
東
京
都
千
代
田
区
紀

尾
井
町
三
番
六
号
紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
（
以

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
本
部

　

2　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試
験
の
受

験
を
申
し
込
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
受
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈡	　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
九
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
六
日

（
月
）
午
後
四
時
ま
で

　
　

㈢	　

受
験
申
込
み
方
法　

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（	http://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い

て
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

　

3　

受
付
場
所
へ
の
持
参
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

過
去
に
二
級
建
築
士
試
験
を
受
験
し
た
こ
と
が
な
い
者
又
は
1
若
し
く
は
2
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
る
受
験
の
申
込
み
が
で
き
な
い
者
は
、
受
験
申
込
書
を
㈢
の
提
出
先
に
受
験
者
本
人
が
持

参
す
る
方
法
に
よ
り
受
験
申
込
み
を
行
う
こ
と
。

　
　

㈡	　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
十
九
日
（
木
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
月
）
ま

で
の
毎
日
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈢	　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
四
〇
〇
─
〇
〇
三
一
甲
府
市
丸
の
内
一
丁

目
十
四
番
十
九
号
山
梨
県
建
設
業
協
同
組
合
会
館
一
階
一
般
社
団
法
人
山
梨
県
建
築
士
会

四	　

合
格
者
の
発
表　

平
成
三
十
年
十
二
月
六
日
（
木
）（
学
科
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
同
年
八
月

二
十
一
日
（
火
））

五　

そ
の
他

　

1
	　

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
平
成
三
十
年
六
月
六
日
（
水
）
頃
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（	http://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。

　

2
	　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
三
─
六
二
六
一
─
三
三
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

と
。

◉　

平
成
三
十
年
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
木
造
建

築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十
五
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン

タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

試
験
日
時

　

1　

学
科
の
試
験　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
二
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

　

2　

設
計
製
図
の
試
験　

平
成
三
十
年
十
月
十
四
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

試
験
場
所　

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号　

山
梨
学
院
大
学

三　

受
験
申
込
み
手
続

　

1　

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

郵
送
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
は
、
次
の
⑴
又
は
⑵
に
該
当
す
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

　
　
　

⑴	　

過
去
に
木
造
建
築
士
試
験
を
受
験
し
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
、
当
該
木
造
建
築
士
試
験

の
受
験
票
又
は
合
否
の
通
知
書
を
提
出
で
き
る
者

　
　
　

⑵	　

勤
務
地
、
居
住
地
等
が
離
島
等
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
直
接
申

込
み
が
で
き
な
い
場
合
で
、
勤
務
先
の
証
明
書
、
住
民
票
等
を
提
出
で
き
る
者

　
　

㈡　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
二
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
月
）
ま
で



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
四
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

八
九

　
　

㈢	　

受
験
申
込
み
方
法　

㈣
の
提
出
先
に
受
験
申
込
書
そ
の
他
別
に
案
内
す
る
書
類
を
簡
易
書
留

に
よ
り
郵
送
す
る
こ
と
（
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る
。）。

　
　

㈣	　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
一
〇
二
─
〇
〇
九
四
東
京
都
千
代
田
区
紀

尾
井
町
三
番
六
号
紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
（
以

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
本
部

　

2　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
木
造
建
築
士
試
験
の
受

験
を
申
し
込
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
受
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈡	　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
九
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
六
日

（
月
）
午
後
四
時
ま
で

　
　

㈢	　

受
験
申
込
み
方
法　

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い

て
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

　

3　

受
付
場
所
へ
の
持
参
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

過
去
に
木
造
建
築
士
試
験
を
受
験
し
た
こ
と
が
な
い
者
又
は
1
若
し
く
は
2
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
る
受
験
の
申
込
み
が
で
き
な
い
者
は
、
受
験
申
込
書
を
㈢
の
提
出
先
に
受
験
者
本
人
が
持

参
す
る
方
法
に
よ
り
受
験
申
込
み
を
行
う
こ
と
。

　
　

㈡	　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
十
九
日
（
木
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
月
）
ま

で
の
毎
日
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈢	　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
四
〇
〇
─
〇
〇
三
一
甲
府
市
丸
の
内
一
丁

目
十
四
番
十
九
号
山
梨
県
建
設
業
協
同
組
合
会
館
一
階
一
般
社
団
法
人
山
梨
県
建
築
士
会

四	　

合
格
者
の
発
表
及
び
合
否
等
の
通
知　

平
成
三
十
年
十
二
月
六
日
（
木
）（
学
科
の
試
験
に
つ
い

て
は
、
同
年
九
月
四
日
（
火
））

五　

そ
の
他

　

1
	　

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
平
成
三
十
年
六
月
六
日
（
水
）
頃
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（	http://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。

　

2
	　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
三
─
六
二
六
一
─
三
三
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

と
。
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県　
　

甲
府
市
丸
の
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一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
四
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

九
〇
九
〇


